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１ 長時間労働と過労死 

• 過労死とは：過労とストレスによって労働者の身
心が壊れ、死亡するか重度の障害が残こること。
過労自殺も過労死の一形態 

 

• 過労死防止法第2条の定義＜この法律において

「過労死等」とは、業務における過重な負荷によ
る脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死
亡若しくは業務における強い心理的負荷による
精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれ
らの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障
害をいう＞。  



最大の要因は長時間労働 

• 過労死の多様な要因 

 長時間労働、不規則な勤務、拘束時間の長い勤
務、出張の多い業務、交替制勤務、深夜勤務、 

 厳しい作業環境での業務、精神的緊張を伴う業
務、異常な出来事など（厚生労働省の「脳心臓疾患に
関する専門検討会報告書」2001年）   

 

• 最大の要因は長時間労働 

  睡眠不足と疲労の蓄積をもたらす 



図１ 過労死発症のメカニズム 
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（出所）細川・上畑・田尻『過労死』（労働経済社、1982年） 



1988年の過労死１１０番の相談事例  
• 朝が早く、夜も遅い。帰宅後も夜中まで電話、休日も出かけて行く、やり
手の人でした。いつも仕事には夢中でしたが、少し疲れたよと言っていま
した。大きな原因はストレスと睡眠不足ではないかと思います（建設・営
業・監督）。 

• 毎日毎日夜の１２時頃までの残業続きで、帰宅は夜中１時。従業員１００
人余りで残業手当もゼロ。夜食はラーメンくらい、疲労こんぱいの状態で、
「もう限界だ、殺される」と、もらした矢先の死で、残された母娘はショック
で暫くは立ち直れませんでした（製造・部長）。 

• 主人は会社の机の上にマットを敷いて睡眠をとり、帰宅する時間や出勤
時間を睡眠時間にあてた。仕事の足どりは妻の私には分からない。出社
すれば１００％仕事、私は主人の着替えを１週間に２回ぐらいビルに持参
し、また、子どもたちのことはその折りに相談していた。昼食する時間もな
い様子だった（中小企業役員）。 

• 自家用車で通勤していましたので、車からおりるときに両手に鞄と大きな
買物袋に書類を沢山持ち帰って、夜大きなテーブル一面に並べて書いて
いました。私は過重だと思いましたので、週休２日制の今日、日曜日まで
も持ち帰ってせねばならないほど仕事があるのかと尋ねますと----自分だ
けではない、皆がしていることだからそのようなことは言わないでくれと言
いました（電力）。 



 電通青年過労死事件の最高裁判決 

                （2000年3月24） 

• 労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状
況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に
蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のある
ことは、周知のところである。／使用者は、その雇用す
る労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに
際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に
蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注
意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代
わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有
する者は、使用者の右注意義務の内容に従って、その
権限を行使すべきである。  

 



２ 労災請求状況にみる過労死の現状 

◇過労と過重ストレスによる健康障害の多発 

 減らない脳・心臓疾患 

 増え続けるうつ病と精神障害 

 若年層とホワイトカラーに多い過労自殺 

  

◇見かけの労働時間の短縮と恒常的長時間労働 

  労働時間の性別二極分化（男は残業、女はパート）   

  長時間残業の過半はサービス残業 

  ３６協定による長時間労働の制度的温存 

  労基法の建前と現実 

   建前----１週４０時間、 １日  ８時間 

   現実----1週５０時間、  １日１０時間 

   

 



図１ 過労死等の労災請求の推移 

（出所）厚労省「過労死等の労災補償状況」 
（注）死亡事案以外を含む 
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図２ 若年層に広がる過労自殺 
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（出所）図２に同じ。 

（注）数字は2011～2015年度の労災申請件数。死亡事案以外を含む。 



 

図３ 過労死の労災請求が多い業種 
2011~2015年度 

(出所) 図２に同じ。 
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図５ 過労自殺の労災請求の多い業種  

         2011～2015年度                        

(出所) 図２に同じ。 
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３ 依然として続く長時間労働 

• １ 止まらない非正規労働者の増加 
 

• ２ 人員が減って仕事が増える正社員 
 

• ３ 労働時間の減少（時短）は平均のマジック 
 

• ４ フルタイム正社員はいまも働きすぎ 
    グローバル化、情報化、過剰サービス化、金融化、雇用の非正規化 

   1987年労基法改正による週40制への移行----平日の労働時間の増加 
 

• ５ 先進国で例外的に長い日本の労働時間 

     欧米より年間500～600時間、３～3.5ヵ月も長い 
 
 

 

    

 

 



図５ 労働時間の長期的推移 
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（出所）総務省「労働力調査」時系列データ 



図７ パートタイム労働者の増加傾
向 
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（出所）総務省「労働力調査」時系列データ 



日本経団連役員企業の36協定 2008年度 

企業名 
延長することができる最大時間 過半数代 

表者 1日 1か月 ３か月 1年 

キヤノン 15時間 90時間 ― 1080時間 労働組合 

トヨタ自動車 8時間 80時間 ― 720時間 労働組合 

新日本製鐵 8時間 100時間 ― 700時間 労働組合 

新日本石油 ― 100時間 ― 480時間 労働組合 

三菱商事 5時間 43時間 ― 360時間 労働組合 

パナソニック 13時間45分 100時間 ― 841時間 労働組合 

第一生命 ― 45時間 ― 360時間 判読不能 

三井物産 12時間45分 120時間 ― 920時間 労働組合 

東レ ― 160時間 ― 1600時間 労働組合 

みずほFG 11時間 90時間 ― 900時間 従業員代表 

日立製作所 13時間 ― 400時間 960時間 労働組合 

三菱重工業 13時間30分 ― 240時間 720時間 労働組合 

野村H 8時間 104時間 ― 360時間 従業員代表 

全日本空輸  7時間 30時間 ― 320時間 労働組合 

三井不動産 4時間30分 90時間 ― 360時間 労働組合 

東京電力 12時間10分 100時間 ― 390時間 労働組合 



表１ 日本経団連役員企業の36協定 2015年度 

企業名  1か月  3か月  1年  

東レ㈱  100h    900h  

新日銭住金㈱  80h    700h  

トヨタ自動車㈱  80h    720h  

㈱日立製作所    400h  960h  

JXホールディングス㈱  120h    600h  

日本電信電話㈱  150h    1000h  

野村置券㈱  72h    360h  

日本生命保険相互会社        

㈱三菱東京UFJ銀行    180h  480h  

三菱重工業㈱    240h  720h  

住友化学㈱  100h    1200h  

三井物産㈱  120h    920h  

日本郵船㈱  90h    810h  

東京ガス㈱    240h  510h  

三菱商事㈱  100h    620h  

㈱三越伊勢丹  80h    600h  

㈱三井住友銀行  80h    960h  



表2 フルタイム労働者の週労働時間の推移 

  1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 

男女 46.7 49.7 50 49.1 48.8 48.2 50.1 50.1 

男性 48.2 51.1 52.4 51.5 51.3 51 52.8 53.1 

女性 43.5 46.7 44.9 43.9 43.4 42.4 44.3 43.7 

（出所）黒田祥子「日本人の働き方と労働時間に関する現状」（内閣府規制改革会議雇
用ワーキンググループ資料、2013年10月31日）。 



表4 過労死等の月残業時間別認定件数         

  脳・心臓疾患 精神障害 

80 時間以上～ 100 時間未満 537 129 

100 時間以上～ 120 時間未満 310 245 

120 時間以上～ 140 時間未満 199 172 

140 時間以上～ 160 時間未満 106 99 

160 時間以上 124 230 

80 時間以上合計 1276 875 

2011年度～15年度の累計 

（出所）厚生労働省「過労死等の労災補償状況」各年版 



４ 過労死防止法の意義と課題 
• 過労死を法律名に入れ、過労死防止を国の責務として定めた最初の法律 

  2014年6月成立 同11月施行 

 

• 過労死の実態を調査研究し、効果的な防止対策の取り組みに生かす 

  （対策： ①調査研究、②啓発、③相談体制の整備、④民間団体支援） 
 

• 過労死防止の重要性についての国民の自覚を促すために、教育・広報を通じ
て啓発活動を推進、11月が「過労死等防止啓発月間」に 

 

• 過労死防止対策の「大綱」を作成するため「協議会」を設け遺族の声を聞く。 

  実行委員会から７名が参加、2015年7月に大綱を閣議決定。 

   

• 2016年10月 最初の「過労死等防止対策白書」（過労死白書）を公表 

 

• 今後の課題----サービス残業の解消、３６協定の指導基準の強化、 

  最低１１時間休息制度の導入、年休の完全消化、連続休暇の取得、 

     などに向けての法制上・財政上の措置へ 

 

• 過労死防止法は過労死をなくす第一歩、規制力をもつ法改正へ 



長時間労働は諸悪の根源 

①睡眠時間が削られる 

②過労死・過労自殺が増える 

③自由時間と余暇が削られる 

④社会参加や政治参加が阻まれる 

⑤低賃金が構造化する 

⑥失業と貧困が広がる 

⑦少子化が進む 

⑧家族と地域が壊れる 

⑨ブラック企業がはびこる 

⑩経済が衰退する 



 

 ご静聴ありがとうございました。 
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